
埋蔵文化財の手続き 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋蔵文化財包蔵地照会 

（窓口または電子メール、FAX による地図確認） 

・埋蔵文化財発掘の届出（様式１） 

（原則として着工日の 60 日前までに） 

・発掘調査依頼文（様式２） 

または 

発掘調査依頼文（様式３）+土地所有者同意書 

上記２通を町へ提出（町経由で県へ） 

包蔵地外 

県から指示事項の通達 

立会調査 

工事着工時立会実施 

支障なし 

遺構・遺物の有無確認 

試掘調査 

有 

現状保存の可否

について協議 

不可 

本発掘調査に 

ついて協議 

記録保存 

本発掘調査 

可 

取扱終了 

慎重工事実施 

報告書刊行 

包蔵地内 

 

遺構・遺物有 

包蔵地隣接地及び 

自然堤防上（要相談） 

 

※発掘調査結果について文

書での回答を必要とされる

場合は、別途教育文化振興

課までご照会ください。 

無 


